
任意継続組合員制度の掛金について説明します。



ここでは，「任意継続掛金の概要」，「掛金の算定方法」，「掛金の払込」，
「口座振替等による払込方法」，「振込口座」，「所得税法の取扱い」，
「FAQ」の，７の項目について説明します。

なお，音声入りのファイルについては，１から６の項目と７の項目の２つ
に分けて収録しています。
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最初に「１ 任意継続掛金の概要」について説明します。

令和５年１月時点では令和５年度の掛金率は決定していませんので，参
考として，令和４年度の掛金率を基に任意継続掛金の算定方法について
説明します。

令和５年度の掛金率は，２月下旬頃に決定する予定ですので，退職日
が近づきましたら当支部のホームページを御確認ください。
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任意継続掛金の月額は，「掛金算定基礎額」に「掛金率」を乗じて得た額
となります。

「掛金算定基礎額」は，①の退職時の標準報酬月額と，②の全組合員の
平均標準報酬月額とを比較し，低い方の額となります。

「標準報酬月額」は，組合員の方が受ける報酬月額を「標準報酬等級
表」に当てはめて決定された額になります。

給与支給機関によって名称は異なりますが，「標準報酬決定・改定通知
書」，「給与明細書」等に記載されて，皆様に通知されます。

毎年７月から９月の間に通知されていると思いますが，退職前の最後に
通知されたものが①の「退職時の標準報酬月額」になります。

②の全組合員の平均標準報酬月額については，年度によって異なる場
合がありますが，令和５年度では410,000円となることが決まっています。
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次に「２ 任意継続掛金の算定方法」について説明します。

「掛金算定基礎額」は，退職時の標準報酬月額が440,000円の場合は，
①と②を比較し，低い方の410,000円となります。
この掛金算定基礎額は，年間の掛金額ではありません。誤解が多いの

で御注意ください。
そして，「掛金率」は，全員が対象の「任意継続掛金」と，４０歳以上６５歳

未満の方が対象の「介護掛金」のそれぞれで設定されます。
令和４年度の掛金率は下表のとおりですが，令和５年度の掛金率は変

更になる可能性があります。
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掛金算定基礎額が410,000円の場合の１か月当たりの掛金額は，令和４

年度の例では，任意継続掛金及び介護掛金を合わせて，４月から９月ま
では月額41,754円，10月から翌年３月までは月額45,444円となっています。
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続きまして，「任意継続掛金早見表」の見方を説明します。

毎年度の「任意継続掛金早見表」を，公立学校共済組合広島支部の
ホームページに掲載しています。

御自身の退職時の標準報酬月額の行を右横に見ていくことで，掛金額
を確認することができます。

スライドの一番下の行にホームページへのリンクを貼っていますので，操
作可能な方は一度御覧ください。

また，退職時の標準報酬月額は，４頁のとおり，退職前の最後に通知さ
れた「標準報酬決定・改定通知書」又は「給与明細書」で御確認ください。
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次に「３ 任意継続掛金の払込について」を説明します。

掛金は，任意継続組合員の資格を取得した月から，資格喪失日の前月
分までを払い込んでいただくこととなりますが，資格取得月の間に資格を
喪失された場合は，引き続いて地方公務員共済組合員になるとき以外は，
資格取得月１か月分の掛金を払い込む必要があります。

また，他の健康保険に加入される場合や家族の被扶養者になる場合な
どの，御自身の事情により資格を喪失されるときは，必ず申し出ていただ
くようお願いします。

手続としましては「任意継続組合員資格喪失申出書」を提出していただく
ことになりますが，この申出書を提出していただかないと掛金が発生してし
まいますので，このような場合には速やかに手続を行ってください。

なお，掛金を前納していただいた方が，前納分の期間の間で任意継続
組合員の資格を喪失される場合は，残りの期間の掛金を精算させていた
だきます。詳細は後ほど説明します。
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次に，掛金の払込方法についてですが，「口座振替」と，「毎月払込通知
書」との２種類があります。

「口座振替」は，御指定いただいた広島銀行の本人名義の口座から，自
動振替，いわゆる口座引落で払い込んでいただく方法です。

一方の「毎月払込通知書」は，当方から通知書を送付させていただきま
すので，これを基に，期限までに，銀行の窓口やATM，ネットバンキング等
を利用して掛金を払い込んでいただく方法です。

ただ，「毎月払込通知書」の方法の場合は，振込手数料が自己負担とな
りますし，仮に期限内に払込みがない場合は資格を喪失してしまいますの
で，「口座振替」の方をお勧めしています。
それぞれの方法の詳細につきましては，次のページ以降で説明します。
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まず「４ 口座振替による払込方法」について説明します。

広島銀行の本人名義の口座から自動振替をします。広島銀行以外の，他銀
行の口座からの口座振替はできませんので，御了承ください。

また，残高不足により口座振替ができなかった場合は，通知書を基に御自身
で振込みを行っていただくことになりますので，振替日前には必ず口座の残高
を確認しておいていただくようお願いします。

払込のパターンとしましては，12か月分を前納する「年１回口座振替」，６か月

分を前納する「年２回口座振替」，そして月毎の「毎月口座振替」の３種類を用
意しています。
口座振替日は表のとおり19日か22日としていますが，この日が土日祝日の場

合は「翌営業日」となります。

ただ，年度途中に掛金率が引き上げられる場合には，やむを得ず，表の口座
振替日以外に，差額分の振替を行う場合があります。その際は事前にお知らせ
しますので，御協力ください。
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掛金の払込方法を「年１回口座振替」か「年２回口座振替」としていただ
いた場合は，「掛金前納による割引制度」が適用され，一定の額を割引さ
せていただきます。
例として，令和４年度の掛金率を基に，掛金算定基礎額が410,000円の

場合の掛金額及び割引額を表にまとめていますので，参考にしてください。
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続いて，口座振替のために広島銀行と手続を行う必要があることから，
初回の口座振替日について留意事項がありますので，補足説明します。

「一次締切」として「令和５年３月15日」を設定させていただいています。
この日までに「任継申出書」を提出していただいた場合は，初回分から口
座振替が可能で，口座振替日は４月19日となります。
４月上旬頃に，「任意継続掛金等決定通知書」を御自宅に送付しますの

で，掛金額等を御確認ください。

任継申出書の提出が「一次締切」の３月15日に間に合わなかった場合
や，書類不備による再提出が一次締切後となった場合には，初回分に限
り口座振替に間に合わないことがあります。
その場合は，共済組合から通知書を送付しますので，御自身で，期限内

に，指定の口座に掛金を払い込んでください。
振込手数料が自己負担となってしまいますので，口座振替を希望される

方は，一次締切の３月15日までに，不備のない形で「任継申出書」を提出
していただきますようお願いします。
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こちらに，払込方法のパターン別に，初回の口座振替に間に合わなかっ
た場合の取扱いを表でまとめています。
繰り返しになりますが，可能な限り一次締切までに，不備のない形で任

継申出書を提出していただきますようお願いします。
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次に，「払込通知書による払込方法」について説明します。

共済組合から通知書を送付しますので，これを基に，納付期限までに，
御自身で，銀行の窓口やＡＴＭ，ネットバンキング等を利用して掛金を払い
込んでください。振込手数料は，自己負担になりますので御了承ください。
納付期限は表のとおりですが，この日までに掛金の払込がなく，督促に

も応じていただけない場合は，任意継続組合員の資格は喪失になります
ので，必ず，期限までに払い込んでください。
また，年１回又は年２回の前納方法は，「口座振替」のみの適用で，「払

込通知書」による場合は「毎月」払いのみですので，御理解ください。
払込方法については以上で，次の項目に移ります。
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「５ 給付金の振込口座について」説明します。

医療費等の給付金は，掛金の払込方法を「口座振替」とされた方の場合
は，振替先として指定いただいた口座に振り込みます。
また，「毎月払込通知書」により掛金を払い込まれる方の場合は，退職

時に指定されている口座に振り込みます。
退職後に指定口座を変更される場合は，速やかに当方までお知らせくだ

さい。
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次に「６ 掛金の所得税法上の取扱いについて」説明します。

任意継続掛金と介護掛金は，所得税法上，「社会保険料」として取り扱
われ，収入金額から控除することができます。
この控除を受けるためには，税務署で確定申告をする必要があります。

確定申告の証拠書類になる「収納証明書」を，毎年１月末頃に共済組合か
ら御自宅に送付します。
再就職され，そちらで年末調整が可能な場合には，別途送付しますので，

経理貸付係まで御連絡ください。
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最後に「７ よくある質問FAQ」として，11点，説明します。

Q1は「任意継続掛金と国民健康保険の保険料を比べた場合，どちらが安い
か」という御質問です。

任意継続掛金は退職時の標準報酬月額に掛金率を掛けて決定されますが，
国保は，世帯単位で，前年の所得のほか，被保険者の数等に応じて，市区町
村が決定します。

国保の保険料は，個々の状況に応じて異なることになり，当方では算定できま
せんので，居住する市区町村の国保担当課で御確認いただき，任意継続掛金
との比較を行って御自身で判断してください。
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Q2は「２年目の任意継続掛金額はいつ決定するか」という御質問です。

２年目の任意継続掛金は，令和６年２月頃に決定される予定です。決定
次第，２年目の「任意継続掛金等決定通知書」を御自宅宛てに送付します。
任意継続組合員を喪失する場合の御案内も同封しますので，所定の手続
を行ってください。

国保への切替えを検討される場合は，共済組合からの「任意継続掛金
等決定通知書」が御自宅に届く前に，居住する市区町村の国保担当課で，
次年度の国保の保険料を確認することをお勧めします。
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Q３は「任意継続掛金は，現職の時より掛金額がなぜ高いのか」という御
質問です。

在職時は，「事業主」が社会保険料の半分を「負担金」として，「組合員」
が半分を「掛金」として，折半して負担していましたが，任意継続組合員の
場合は，事業主が負担していた分も御本人が負担することになるため，結
果として，掛金額が高くなります。
補足ですが，任意継続掛金は健康保険料に該当する掛金です。年金の

保険料は，年齢等に応じて別途負担が必要になりますので，詳細は，居
住する市区町村の国民年金担当部署等にお問い合わせください。
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Q４は「任意継続掛金は，被扶養者のものも別途徴収されるのか。」とい
う御質問です。

共済組合が「任意継続組合員の被扶養者」として認定した方については，
任意継続掛金は不要です。

ただし，任意継続組合員の被扶養者になるためには，「共済組合の認定
要件」を満たす必要があります。この認定要件については，「任意継続組
合員制度（資格・短期給付編）」を参照していただき，不明な点がありまし
たら短期給付係まで御確認ください。
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Q５は「任意継続掛金は，月割りか，日割りか。」という御質問ですが，任
意継続掛金は，月単位で計算され，日割り計算はありません。

Q６は「任意継続組合員加入期間中に再就職した際，再就職先の給与か

ら社会保険料が引かれている。任意継続掛金の還付は行われるのか。」
という御質問です。

再就職して，勤務先の健康保険等に加入する場合でも，任意継続組合
員の資格喪失の手続が完了しないと，任意継続掛金の還付を行うことが
できません。任意継続組合員の資格を喪失される場合は，速やかに資格
喪失の手続を行ってください。
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Q７は「任意継続組合員の加入期間中に再就職して勤務先の健康保険

等に加入する際，任意継続掛金の精算はどのような手続をするのか」とい
う御質問です。

まず任意継続組合員の資格を喪失させる必要がありますが，この資格
喪失は，口頭ではできませんので，「資格喪失申出書」の提出が必要とな
ります。

資格喪失の手続が完了した後に，掛金の過払い分がある場合は，御自
宅宛てに文書で通知しますので，所定の手続をお願いします。返金までに
は手続に時間がかかりますので，あらかじめ御了承ください。

なお，「資格喪失申出書」が受理され，資格喪失の手続が完了するまで，
任意継続掛金を請求されてしまいますので，任意継続組合員の資格を喪
失する場合は，速やかに喪失の手続を行ってください。
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Q８は「任意継続組合員の加入期間中に，国保に加入又は家族の被扶

養者になる場合，任意継続掛金の精算はどのような手続をするのか。」と
いう御質問です。
基本的にはQ７と同様の手続が必要となりますが，任意継続組合員の

「資格喪失日」は，「資格喪失申出書」を共済組合が受理した次の月の初
日になります。それまでの月は任意継続掛金が発生しますので御留意くだ
さい。
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Q９は「任意継続組合員に加入する月に再就職等により勤務先の健康保
険に加入する場合，任意継続掛金はどうなるのか。」という御質問です。

任意継続組合員の資格を取得した日と資格を喪失した日が同じ月の場
合は，引き続いて地方公務員共済組合員の資格を取得した場合以外では，
その月の任意継続掛金を徴収することとなります。
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最後に，Q10は「再就職先の年末調整で任継掛金の収納証明書が必要と言
われた。」，Q11は「年度の途中で資格を喪失した場合の収納証明書はどのよう

になるのか。」ということで，いずれも掛金を払い込んだことの証明書に関係す
る御質問です。

この「収納証明書」については，確定申告用に１月下旬に送付することにして
いますが，再就職をされ，そちらで年末調整をしていただける場合には，１月下
旬に限らず，随時，発行可能ですので，経理貸付係まで御連絡ください。

収納証明書は，個人情報保護のため，本人の依頼に基づき発行し，御自宅宛
てに送付します。勤務先には送付しませんので，御了承ください。
また，年度途中で任意継続組合員の資格を喪失し，任意継続掛金の過払い分

が生じている場合は，掛金還付後に収納証明書を発行します。既に年末調整
か確定申告を行っている場合は，修正申告等が必要となる場合がありますので，
詳しくは税務署にお問い合わせください。
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以上で「任意継続組合員制度」の「掛金」についての説明を終わります。
掛金について，なお御不明な点がありましたら，経理貸付係まで電話で御連絡く
ださい。
御清聴ありがとうございました。
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